
喜成清重の趣味：読書・旅行（年に 1 度は海外旅行…今は我慢）・料理作り・バドミントン・テニス 

司法書士喜成清重の       

絆
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営業時間：平日 午前９時～午後５時  （土日祝日・時間外もお気軽にご相談頂ければお請けいたします。） 

   

 

 

 

 

 ２０２２年４月１日から満１８才になると成人になります。 

  今までは満２０才以上が成人でしたが、今年４月１日から満１８才で成人となります。 

  成人（大人）になると、どうなるのでしょうか。何が変わるのでしょうか？ 

成人になるということは、一人で、自分の判断で、契約などを有効にすることができるこ

とになります。 

  つまり、未成年者取消権が無くなるということです。 

  今までは、１９才の人は、親の同意をもらわないままに契約をした場合には『未成年者取

消権』を行使することができました。 

  買った商品を、使ってしまった後でも、『未成年者取消権』を行使することで、買った商

品を返すことなく契約を取り消すことができました。つまり、お金を返して貰えました。 

(もちろん、実際の日常生活でこのような権利を行使することはなかったでしょうが、悪徳商法に引っ

かかって被害に遭いそうな場合などは、有効な法的手段として利用されてきました。） 

  ２０２２年４月１日以降は満１８才を超える人は悪徳商法に引っかかり被害に遭いそ

うな場合でも『未成年者取消権』を行使することができないために悪徳業者からの被害に

遭ってしまう危険性があります。 

  そして、満１８才から成人ですから、携帯電話の契約も、アパート契約も、クレジット

契約等も法律行為の全てを一人で行えるようになります。 

成人になることのもう一つの大きな意味は、『親権』に服さなくなるということです。 

  未成年者は、親の『親権』に服します。ということは、住まいを決めることや、進学や、

就職なども親の同意を得る必要がありましたが、親権に服さなくなると、自分一人で決め

ることができる様になるということです。 

ようするに…社会生活を自分の責任で行っていくということになります。 

    ただし、飲酒と喫煙については成人とはされません！！ 

 今までのように満２０歳を超えないと飲酒と喫煙はできません。 

 それでは、成人式はどうなるのでしょうか？  成人式についての法律の規定はありません。 

慣習によって各自治体が行ってきましたが、今後どうなるかは各自治体が考え実行してい

くと思われます。 
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～あなたの周りにいませんか…～ 
ひそかに借金返済（ヤミ金）で苦しんでいる方・なんとなく落ち着きがない・ 

最近なんとなく様子がおかしい・コロナ禍で、収入が大幅に減少した人 

 当事務所では、任意整理、特定調停、個人再生手続き、自己破産手続き、ヤミ金対応で

多くの方々の生活再建のお手伝いを行っております。  

あなたの力で、借金返済に悩んでいる方の助けになってください。 

＊ヤミ金対応はまかせて＊生活再建（借金整理）は必ずできます！ 相談無料・秘密厳守

です。

今年４月から、満１８歳から成人に！ 
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2021.12.17 買い取り金融対策全国会議発足 

新手のヤミ金『買い取り金融』が全国蔓延をしています。 

  一時期『給与ファクタリング』と称されたヤミ金が、はびこってしましたが、今、新たな

理論武装を加えて、新手の『買い取り金融』のヤミ金が被害を巻き起こしています。 

  このヤミ金に対応するために弁護士、司法書士などでつくる“買い取り金融対策全国会議”

が２０２１年１２月１７日に発足しました。 

業者が適法と謳うサービスの内容などを前面に押し出しているところはほとんどなく 

ネット広告やスポーツ新聞で「ブラックＯＫ」・「即日現金を手に出来る」・ 

「秘密厳守」等の甘い言葉で利用者を集めています！ 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被害実態より… 

『当事者間に売買をする意思が全くないこと！』 

『契約と称するものが無価値か、商品として成り立たないものであること！』 

『当初契約の際には勤務先や月給、給料支給日などを聞き出し、免許証の提示を求める

などして、資金の回収を確保していること！』 

等から、ヤミ金と判断できます。 

  実際に、ヤミ金業者には文書により、司法書士、弁護士、被害者の会や全国対策会議を名

乗るとそれ以降の督促は止まります。 

  つまり、まじめに理論的検討を行う必要はなく、上記に該当すれば、私など、司法書士が

受任通知を送付すれば、被害の拡大を食い止めることができます。 

  ただ…被害に遭ったお金の取戻しは困難です…。 

『今すぐ、お金が欲しい！２万円が欲しい！』に簡単に応えてくれるシステム   

『ヤミ金』が貴方を狙っています。私もこの買い取り金融対策全国会議に参加しています！  

被害に遭ったら、被害に遭っている人に相談を受けたらすぐにご連絡を！

 

ヤミ金緊急事態宣言 
 

≪事例≫ 後払い・ツケ払い 現金化サービス 

①利用者は、後払い現金化業者“ヤミ金”に買い取ってもらいたい商品画像をメールで送る。

＊契約時に、勤務先、月収、給料日。免許証の画像を送る。                

被害者は、公務員、学校関係者が多いです。 

（例.ｽﾏﾎ、ﾀﾌﾞﾚｯﾄ、ゲーム機等：商品画像は自身が所有の有無は不問。ネットの画像でOK） 

②査定された買取代金（例.2万円）が後払い現金化業者“ヤミ金”から利用者へ送金して支

払われる。 

③一定期間内に買取りを依頼した商品を後払い現金化業者“ヤミ金”に送る形態。 

しかし、利用者はそもそも商品を所持していないし、ネット画像若しくは純粋な換金目

的ではないので、買取り商品を送付できない。 

その為に“ヤミ金”は違約金が発生している！と主張してくる。（ex.4万円）。 

④給料日（上記②で設定した違約金支払日）に違約金（ex.4万円）を支払う。 

画像メールして２万円を簡単に得られてが、勤務先を知られて４万円の請求・・・！ 
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株式会社・有限会社にとって株主名簿は最重要書類です。 

株式の移動（譲渡）や相続が発生した際には必ず正しく記録する必要があります。 

これが正しく記録されていないと正常な会社運営は不可能になります。 

 

ぜひ、いま一度確認をなさってください。当事務所のオリジナル株主名簿を紹介します。 

よろしければご活用ください。 

 

 

                                

 

 

株主名簿 大丈夫ですか？ 
 

社長の皆さん！ 

株主には、株主名簿を閲覧又は謄写することを求める 

権利があります！ 

正当な理由なく拒否すると…思わぬトラブルに発展し

かねません！   

 

作成してしっかり管理しましょう！！   
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『お役に立ちますこんな時！』 

財  産   ●遺言したい時          トラブル  ●給料を払ってもらえない時  

              …貴方の意思を実現いたします         ●敷金を返してもらえない時  

 

         ●不動産の名義を変えたい時 

               …相続の登記をいたします 

               …売買の登記をいたします 

                …贈与の登記をいたします 

         ●賃料不払＆出て行かない時   

              ●保証人になった覚えもないのに返済を 

                迫られた時 

              ●貸したお金が戻らない時     

成年後見  ●将来の財産管理が心配！ 

        …成年後見人・保佐人・補助人 

                   を選任しましょう！ 

        …親が施設に入居中。財産管理

         はどうしたらいいの。        

多重債務  ●過払金返還請求・任意整理・特定調停 

                個人再生・自己破産・ヤミ金被害  

         

絶対に一人で悩まず一緒に解決しましょう!! 

必ず解決出来ます!! 

会  社  ●会社を設立したい 

 ●役員を変更したい 

              ●目的を変更したい   

●資本を増加したい 

そ の 他  ●建設業許可…新規・更新・変更申請  

              ●産業廃棄物処理業許可       

                …新規・更新・変更申請 

きなり事務所へのアクセス 

                      
最寄りの電車：西金沢駅より徒歩 22 分                                          

    
                                最寄りのバス：金沢駅西口より【北鉄バス】新神田バス停 

 
  

駐車場：有り 
 

 
お子様２０歳 未満が一人でも１０％OFF させて頂きます。 

 
 

【事務所】 〠921-8013  石川県金沢市新神田四丁目４番６号           
                                
【ＴＥＬ】０７６－２９１－２０９０ 【ＦＡＸ】 ０７６－２９１－４７６１ 

 
【営 業】 平日 ９：００～１７：００ （土日祝・時間外応相談） 
 
【E-mail】  k-kinari@spacelan.ne.jp  
   
【 H P 】  kinari-sihoushosi.jimdo.com ＊随時更新します。            

      
【編集後記】 

娘が本年１月で２０歳となり成人を迎えました。1,445ｇの切迫早産による未熟児で産まれましたが、

心も体もしっかりと成長をしてくれました。振袖を着てくれると言ってくれた娘を見ることができる 

幸せ。着付け 1週間前から感慨深い想いとなり、胸が熱くなっていました。 

こどもの成長の節目を迎えられ、見届けられる幸せに感謝して、私も元気に笑顔で生きていきたいと 

強く感じた一年の始まりでした。                                   

補助者 進地由紀恵 
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